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withコロナのマーケに欠かせないウェビナー 
コスト面以外にも期待できるメリットとは 

 

新型コロナウイルスの感染拡大により、人が集まるイベントの開催が難しくなった。 
そこで注目されているのが、オンラインで行う「ウェビナー」だ。 
ウェビナーは、会場を用意する必要がないため、会場費、受付を含めた運営スタッフの人
件費、会場までの交通費も削減できる。 
また、オフラインのセミナーは人数を集め成約までつなげないと損益分岐点に達しない
が、ウェビナーならばそこまでシビアになる必要がない。 
もちろん、大人数の集客に成功したとしても、少人数で柔軟に運営できる。 
また、エリアに縛られず集客できるため、これまで縁のなかった層にアプローチできる。
MAツールと併用することで、参加者へのアフターフォローも容易。 
多くのウェビナーツールに搭載されているアンケート機能やチャット機能を活用するこ
とで、従来以上に質の高いコミュニケーションも実現できる。 
消費財などを取り扱う場合、オフラインでは“体験”を提供できないと思うかもしれない
が、その場合は事前に商品サンプルを参加者に送ればいい。 
ワイン大手のメルシャンは、4月にメディア向けの商品発表会をウェビナーで実施。 
事前に参加者へ商品を送付し、試飲してもらいながら商品特性の説明や質疑応答を行っ
た。参加したメディア側も、商品の情報を一方的に受けるだけでなく、同時に他社製品と
比較できるため、充実した取材が可能となる。 
“withコロナ時代”の新たなマーケティング手法であるウェビナーは、マーケ戦略に選択
肢として検討に値するのではないだろうか。 
 

 

 

従業員等に対する見舞金の取扱い 
非課税所得に該当する範囲を明示 

 

新型コロナウイルス感染拡大のなか、緊急事態宣言下でも事業継続を求められる医療機関
や日常の食料品・日用品等を販売するなどの事業もあり、感染リスクの中で働かざるを得
ない従業員等に事業者が見舞金を支給するケースも少なくない。 
そこで国税庁は、新型コロナウイルス感染症に関連して、従業員等が事業者から支給を受
ける見舞金について、所得税法の規定により非課税所得とされる見舞金に該当するものの
範囲を明示した。 
それによると、非課税所得に該当する見舞金は、 
(1)その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること、 
(2)その見舞金の支給額が社会通念上相当であること、 
(3)その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと、の３つの条件を満たす場合と
している。 
ただし、緊急事態宣言が解除されてから相当期間経過して支給決定がされたものは、非課
税所得とされる見舞金に該当しない場合があるので要注意だ。 
上記(1)の「心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるもの」とは、例えば、従
業員等又はこれらの親族が新型コロナに感染したため支払を受けるものや、緊急事態宣言
の下において事業の継続を求められる事業者の従業員等で、多数の者との接触を余儀なく
される業務など新型コロナに感染する可能性が高い業務の従事者、緊急事態宣言前と比べ
て、相当程度心身に負担がかかっていると認められる者が支払を受けるものが該当すると
している。 

新しい時代を切り拓く実践経営情報紙 


